
消防大学校の前身で
ある消防講習所で講義
が始まったのは、ちょ
うど５０年前の昭和２３年
６月。消防大学校では
毎年この時期に�記念
祭�が開催されます。
今年も、梅雨の晴れ間
となった６月２４日に、
映像時代の�語り部�
として活躍中のニュースキャスター平野啓子さ
ん（自治体消防５０周年記念式典の司会役）の講
演を聞き、午後には地域別の綱引き大会に学生
職員一同汗を流しました。
ちなみに講習所の開講当時は、指導者養成・
火災調査・機関技術者養成の３学科で、入校者
は年間９５人との記録が残っています。終戦直後
の混乱期ながら、火災予防への高い関心と科学
的消防重視の考え方を反映してか、火災調査科
（現在の予防科）が当初から入っていたことが
注目されます。
消防大学校は、消防講習所を発展的に解消し
て昭和３４年に創設されましたが、一貫して幹部
消防職員・団員の養成を使命として、教育課程
の拡充・高度化につとめてきました。その結果、
現在では、上級幹部職員向けの総合教育や救助
等の高度な専科教育部門で計８コース（年間約
８００人）、さらに時々の行政課題に対応した実務
講習会が７コース（約５００人）用意されていま
す。そして今年からは新たに、航空消防防災ヘ

リコプター向けの講習
会も始まりました。
消防行政の課題や消
防幹部に求められる資
質は、文字どおり時代
とともにかわっていき
ます。これまでも、３
ヶ月コースの幹部研修
科や救急科の創設、カ
リキュラムの更新、実

務研究の導入などが試みられてきました。また、
校舎や寄宿舎などの主な施設群については、昭
和４０年代初期のもので老朽化が著しく、教育課
程の増大や高度化に十分対応しがたい状況もみ
られましたが、幸いこの数年来で大幅な改築が
進行しつつあります。この５月には待望の個室
完備でメゾネット式の新寮が竣工し、残る本館
改築もいよいよ始まることとなりました。
施設改築のいわば仕上げを急ぐとともに、時
代環境の変化にしなやかに対応し住民の信頼を
担う２１世紀の消防幹部の要請に役立つことがで
きるよう、教育内容のさらなる刷新、情報機器
の積極的な活用や演習など参加型手法のとり入
れ、さらに発災が懸念される大規模災害への実
践的な対応訓練にも力を入れていきたいものと
考えている昨今です。規模の大小を問わず全国
各地の消防から多くのみなさんが集われ、新寮
での�快適な環境�の下で大いに勉学に励まれ、
かつ連帯の絆を強められることを願っています。
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１ はじめに

救急救命士の資格を有する救急隊員に対し

て行う就業前教育につきましては、関係機関

により鋭意御努力いただいているところであ

りますが、今般、厚生省、日本医師会、日本

救急医学会、消防機関等の協力の下に、救急

救命士の病院内実習検討委員会が設置され、

平成１０年３月２６日に以下の報告がなされたの

で紹介いたします。

２ 現状把握のための調査結果について

救急救命士の病院内実習検討委員会では、

病院実習の現状を把握するため養成課程中の

実習受け入れ病院、養成課程中及び就業前病

院実習を経てきた消防職救急救命士、救急救

命士を有する消防本部に対してアンケートを

行い、病院実習に係わる具体的な問題点や要

望事項を調査しました。その結果、実習受け

入れ病院からは、実習の目的がはっきりしな

いことに対する困惑と、日常業務の上に加わ

る過剰な負担が読み取れました。一方実習生

からは、自分の希望との間のギャップによる

実習病院に対する不満が大きいことがわかり

ました。いずれも病院実習の目的や到達目標

がはっきりしないことと、実習病院の資格要

件が定まっていないことに原因があり、病院

実習ガイドラインを早急に策定することの重

要性が明らかになりました。

３ 病院実習の基本的方向について

�養成課程中の病院実習
養成課程中の病院実習の目的は、目指し

ている救急救命士の医療人としての自覚と、

習得した知識を実際の医療の場で理解する

一方、特定行為に関連する手技の習得に向

けられるべきです。医療の現場を正しく認

識するとともに、救急医療におけるプレホ

スピタルケアの位置付け、心肺蘇生におけ

る特定行為の位置付け、消防機関と医療機

関との関係など、救急救命士として業を行

うときに必要な基本的考え方を習得するこ

とも大切です。

�資格取得後就業前の病院実習
救急救命士資格取得後の就業前病院実習

は、実習の中核をなすものであり、救急現

場で適切な特定行為を含む救急救命処置が

行えるよう、実戦に即した手技を身に付け

ることにあります。すなわち、特定行為を

含めた救急救命士の業務に係わる手技の習

得、見学や介助を通しての医療機関で行わ

れる救急処置の理解、救急患者が受ける治

療内容の把握、などが含まれます。

�生涯教育のための病院実習
医療の進歩に対応する知識と技術の習熟、

これまでに習得した技術の検証、医療との

連携の維持などを目的として、病院実習を

一定期間ごとに継続して行うことが必要で

す。

４ 病院実習の期間について

病院実習の期間は、全体の教育カリキュラ

ムのなかで設定した教育目標を達成できるこ

とが条件となります。実技習得のための実習

については就業前実習に重点を置き、十分な

実習期間を設けなければなりません。生涯教

育のための病院実習では、就業している期間

中は継続して定期的に行われる必要がありま

す。そのためには、養成課程中の病院実習は、

消防職員に対する養成所にあっては８０時間

（例えば、１６時間×５日又は８時間×１０日）

以上が妥当と思われます。資格取得後就業前

)救急救命士の病院内実習検討委員会*報告書の概要
について

救急救助課
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の病院実習は、実習時間としては１６０時間（例

えば、１６時間×１０日又は８時間×２０日）以上

が望ましいと思われます。生涯教育のための

病院実習は、生涯教育全体のなかで検討され

なければならないが、１年に３日程度行われ

るのが望ましいと思われます。

５ 病院実習のための要件について

�実習者の要件
免許に係わる職種の実習においては、危

険性の回避とともに実習効果をあげるため

にも、実習者にも一定の条件が付されるの

が原則です。病院実習を行うためには次の

ような条件が付されるべきと考えられます。

ａ．病院実習、特に特定行為を含む実技実

習に入る前に、模擬実習用人形などを用

いたシミュレーション、実習生同士の相

互実習など他の方法で十分な訓練を行っ

ているべきです。

ｂ．実習に当たっては、実習者が実習に適

するかどうかを実習生を派遣する側と受

け入れる側が評価・確認し、実力に応じ

た実習方法を検討する必要があります。

�実習病院の要件
実習病院の一つの目安としては、日本救

急医学会認定医指定施設若しくはそれと同

等の施設要件を満たす施設が考えられます。

また、救急救命士の養成に必要な病院実習

の社会的な重要性を考えると、今後は全国

に設置されている救命救急センターが病院

実習の要となるべきです。実習の種類に応

じてその目的を達成するためには、市町村

の枠を越えた複数の病院群での実習を計画

すべきです。

�患者の同意
救急救命士の病院実習については、何ら

かの形で患者側の同意を求めねばなりませ

ん。病院の職員でない者が実習していると

いうことと、資格のない人が処置等を行う

という２つの点に関する同意が必要です。

個々の患者から同意を得るか、一般的掲示、

すなわちこの病院で救急救命士が実習して

いる旨の掲示をしてインフォームドコンセ

ントを得る必要があります。さらに本実習

を行うことについて実習の目的と方法を明

確にした上で、病院の倫理委員会等で承認

を得ておかなければなりません。

６ 病院実習の評価について

救急救命士の病院実習では如何なる場合も、

その修了後に評価が行われなければなりませ

ん。特に資格取得後就業前の病院実習におい

ては厳正な評価を行っておくべきです。病院

実習の評価は本ガイドラインに沿って作成さ

れた実習病院ごとの病院実習マニュアルによ

って行われることが必要です。

７ おわりに

以上のような検討を経て本委員会は、救急

救命士のレベル向上を図るために、救急救命

士病院実習ガイドラインを策定しました（別

添参照）。このガイドラインに基づき、病院

実習を担当する病院は、各病院の実情に見合

ったマニュアルを作成し、病院実習の効果を

上げることを期待します。本ガイドラインな

らびに各病院で作成したマニュアルによって

救急救命士の病院実習が実りあるものになり、

救急患者の救命率がさらに向上することを願

うものです。

なお、�救急救命士病院実習ガイドライン
（救急救命士の病院内実習検討委員会決定）�
が策定されたことに伴い、消防庁及び厚生省

において�救急救命士の資格を有する救急隊
員に対して行う就業前教育の実施要領につい

て�（平成６年４月１日付け消防救第４２号各
都道府県消防主管部長あて消防庁救急救助課

長通知）及び�臨床実習施設の選定について
（平成４年１１月２７日付け指第８０号）�の実習要
領について所要の改正を行っているものであ

ることを付け加えます。
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別添

救急救命士病院実習ガイドライン（抄）

１．実習の基本的目標

�養成課程中の病院実習
関連知識の応用と、特定行為に係わる技

術の習得を主体とする。さらに、医療現場

の見学と医療行為の介助を通じて、診療補

助に対する理解を深める。

�資格取得後就業前の病院実習
特定行為を含む救急救命処置およびその

他の処置の習熟を主体とする。

�生涯教育のための病院実習
習得した技術の検証と向上、さらに医療

機関との連携を図り、一定期間毎に実施す

る。

２．実習の項目

�養成課程中の病院実習及び資格取得後就業
前の病院実習

実習として望ましい具体的行為を、

Ａ：指導者の指導・監視のもとに実施が

許容されるもの

Ｂ：指導者が介助する場合、実施が許容

病院実習の実習項目
A：指導者の指導・監視のもとに実施が許容されるもの
B：指導者が介助する場合、実施が許容されるもの
C：指導者の指導・監督のもとに、医行為を行う者を介助するもの
D：見学にとどめるもの

実 習 項 目 養成課程中 就業前
１． バイタルサインの観察（血圧、脈拍、呼吸数など） A A
２． 身体所見の観察（視診、触診、聴診など） A A
３． モニターの装着（心電図、パルスオキシメーターなど） A A
４． 酸素投与 A A
５． バックマスク法 A A
６． 気管内挿菅 C C
７． 食道閉鎖式エアウエイ、ラリンゲアルマスク B A
８． 気道内吸引 B A
９． 喉頭鏡の使用 A A
１０． 人工呼吸器の使用 D D
１１． 胸骨圧迫心マッサージ A A
１２． 開胸心マッサージ D D
１３． 抹消静脈路確保 B A
１４． 点滴ラインの準備 A A
１５． 中心静脈確保 D D
１６． 輸液 C C
１７． 輸血 C C
１８． 除細動 B A
１９． 緊急薬剤の使用 D C
２０． 循環補助（ペースメーカー、IABP） D D
２１． 創傷の処置 C C
２２． 骨折の処置 C C
２３． 胃チューブ挿入 C C
２４． 胸腔ドレナージ D D
２５． ナーシングケア（清拭、体位変換など） A A
２６． 精神科領域の処置（厚生省通知参照） A A
２７． 小児科領域の処置（厚生省通知参照） A A
２８． 産婦人科領域の処置（厚生省通知参照） B A

別表１
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されるもの

Ｃ：指導者の指導・監督のもとに、医行

為を行う者を介助するもの

Ｄ：見学にとどめるもの

として別表１に示す。

実習項目の区分については、救急救命士

が行うことが認められる行為については、

就業前はA、養成課程中はBとした。ま

た、侵襲性が低く医学生又は看護学生が臨

床実習で許容されている行為についてはA、

侵襲性が高い医行為についてはDとし、

特定行為に関連する行為をCとした。な

お、両実習を通じて必要と思われる実技を

伴う実習項目の経験目標数を別表２に示す。

�生涯教育のための病院実習

実習の基本的目標を達成するために、就

業前実習の実習項目を基本とし、個々の実

習者の課題に応じた病院実習を行う。症例

検討会、研究発表会などにも参加する。

３．実習の評価

病院実習に当たっては、本ガイドラインに

従って作成した各病院のマニュアルに照らし

て評価表を作ることが望ましい。

別表３、別表４に養成課程中と就業前病院

実習の評価表の例を示す。

生涯教育における病院実習の評価は、生涯

教育の全体教育のなかにおいて、消防職救急

救命士については消防本部ごとに病院実習の

記録を保存するのが望ましい。（別表３、４

は略）

実習項目別経験目標数
（養成課程中ならびに就業前実習を通して）

項 目 細 目 目標数（回）

実施

（一部介助も含む）

バイタルサインの観察（血圧、脈拍、呼吸数など） １５
身体所見の観察視診、触診、聴診など） １５
モニターの装着（心電図、パルスオキシメーターなど） １５
酸素投与 １０
バックマスク法 ３
食道閉鎖式エアウエイ、ラリンゲアルマスク ３
気道内吸引 １０
喉頭鏡の使用 ３
胸骨圧迫心マッサージ ３
抹消静脈路確保 ３
点滴ラインの準備 １０
除細動 ３
ナーシングケア（清拭、体位変換など） １０
精神科領域の処置（厚生省通知参照） ３
小児科領域の処置（厚生省通知参照） ３
産婦人科領域の処置（厚生省通知参照） ３

介助

（一部介助も含む）

気管内挿菅 ３
輸液 １０
輸血 ３
緊急薬剤の使用 ３
創傷の処置 ３
骨折の処置 ３
胃チューブ挿入 ３

別表２
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初めに

大規模地震時には、建築物やライフライン

等も被害を被り、被災者や被災団体は、通常

と異なる新たな状況の中で生き抜くために家

族等の安否情報、被害情報、余震情報、生活

情報等各種情報を得て行動し、新たな状況に

対応しなければなりません。こうした情報は、

被災者や被災団体だけでなく、被災地以外の

防災機関や住民が被災地の状況を把握したり、

応急、復旧対策を応援するためにも求められ

ます。

しかし、発災直後においては、行政機関等

も被災者であり、応急対策に忙殺されており、

また、電話回線も途絶したり輻輳したりして

情報の把握や伝達が困難となる事態が想定さ

れます。

消防庁では平成９年度において、こうした

極限状況下、制約下において住民が生命・身

体の危険を回避し適切に対応するために行政

等が住民等に対し提供すべき必要不可欠な情

報にはどのようなものがあるか、またその収

集、提供はいかにあるべきかについて検討を

行いましたので、その概要を紹介します。

大規模地震発生後数日間における情報提供につ

いて

平成７年９月に調査された世論調査や阪神

・淡路大震災を経験した住民に対するアンケ

ート調査結果（平成８年３月東京大学社会情

報研究所）を整理すると、地震発生後数日の

間で多くの住民が必要とする情報としては、

�本震・余震等に関する情報、�安否情報、
�被災情報・応急活動情報、�救援物資等の
供給情報、�建築物の安全性・仮設住宅に関

する情報が挙げられています。

ところで、大規模地震発生後の限られた時

間と人員で行政が対応できることには限界が

あり、防災機関が被災地で講ずる応急対策と

被災者を中心に提供する防災に関する情報提

供に当たっては、優先順位を付けて対応せざ

るを得ません。防災に関する情報提供という

観点から優先順位を付ければ、一般的には人

命の危険回避、被害の拡大防止、避難生活の

環境改善の順になりますが、被災状況によっ

て優先すべき情報は異なります。また、多く

の人に共通する情報の方が個人情報より優先

されるべきということもできます。以下に住

民が求める情報を提供する場合の留意事項を

整理しました。

なお、�安否情報、特に安心情報は、近親
者の安否を確認することによって次の行動に

移ることができるという意味では重要ですが、

その情報は膨大なものとなりしかも個人的な

ものであるため、行政が提供すべき情報とし

ては、他の項目と比較すると優先度が低いと

言わざるを得ないため、現時点で提案できる

具体的な安否情報の提供方法は�安否情報伝
達方法について�の項で紹介することとしま
す。

１ 本震・余震等に関する情報について

本震・余震等に関する情報は、多くの住

民がテレビ、ラジオから入手していますが、

大規模地震時には停電となることも予想さ

れるので、災害に備えて非常用ラジオ等を

用意しておくように住民広報をしておくこ

とが重要です。また、必要に応じて防災行

政無線、紙情報等を用いて、余震に関する

情報を提供できる体制を整えることも有効

大規模地震時における安否情報等のあり方検討委員会

報告書の概要について

震災対策指導室
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です。

また、平成７年９月の世論調査によれば、

約６割の住民は震度とマグニチュードの違

いを正しく理解していないと結果がでてお

り、この点を念頭に置いて、情報を受け取

った人が混乱しないように余震に関する情

報を提供すべきです。

なお、平成１０年４月８日には地震調査研

究推進本部地震調査委員会において、�余
震の確率評価手法について�が決定され、
今後、気象庁と地震調査委員会は連携をと

りながらこの手法を活用するとしています。

しかしながら、余震の発生時期、場所を詳

細に示せず、特定の場所の揺れを定量的に

評価することが困難であるとも言っており、

防災機関及び住民が余震確率をどのように

活用するのか（できるのか）が今後の課題

と言えます。

２ 被災情報・応急活動情報の提供について

地震発生直後に地方公共団体が被害の実

数を把握することは困難ですが、災害対策

本部等で被災情報や復旧情報を把握したら、

適宜適切に公表していくことが重要です。

特に、ライフラインや交通機関、道路等の

被災情報と復旧情報は多くの被災者が必要

としている情報であり、常に新たな情報に

更新していく必要があります。これらの情

報は個人情報ではなく、被災者が共通して

必要な情報ですから、マスメディアを通じ

て提供されるようあらかじめ取り決めてお

くとともに、マスメディアから提供される

情報を聞き逃す（見逃す）人がいることも

念頭に置いて、防災行政無線、紙情報等も

併用していくことが重要です。

３ 救援物資等の供給情報について

震災の規模が大きければ大きいほど、水

や食料の供給が遅れる可能性が高くなるた

め、地震に備えて住民自らが水や食料を蓄

えておくように広報することが重要です。

また、併せて地方公共団体での備蓄や民間

事業者等と流通在庫備蓄の協定の締結を推

進することも重要です。

地震発生直後には、個人備蓄がある人は

それを利用できますが、個人備蓄のない人

や個人備蓄を持ち出す暇のなかった人は、

公的備蓄、流通在庫備蓄等を利用すること

となるため、どこへ行けば何をもらえるか

という情報が必要です。そのためには、多

くの避難者が集まる避難所にこれらの情報

を掲示したり、ラジオ、テレビ等で広報す

る方策が考えられます。

また、被災地では不足している物資は早

急に調達する必要があり、被災地外からの

援助に頼らざるを得ない場合も考えられま

すが、このような場合には、何が不足して

いるのかを速やかに調査し、必要な物資を

明確にして被災地外へ発信しないと、折角

の善意が有効に生かせないこととなってし

まうことにも留意する必要があります。

４ 建築物の安全性・仮設住宅に関する情報

について

建築物の安全性の評価については、建築

に関する専門知識を有する者による調査が

必要であり、短時間に多くの被災建築物の

評価を行うことは難しいことです。

一方、多数の被災者が自宅の安全性につ

いて知りたいと望んでいる状況も踏まえ、

日頃から建築物の耐震診断の促進を図ると

ともに、震災時において応急危険度判定士

が円滑に応急危険度判定を行える体制作り

が重要です。

また、甚大な被害が生じた場合には、被

災者の精神的、肉体的負担を軽減するため

にも、なるべく早く仮設住宅を用意する必

要がありますので、設置箇所、資材等につ

いて円滑に対応できるよう関係部局におい

て協議しておくことが重要です。

５ 地震発生直後に住民に広報すべき留意事

項の情報や行動指示情報について

地震発生直後には住民は混乱状態にあり、
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何をすべきかわからなくなることが想定さ

れるため、防災行政無線等で広報する内容

をあらかじめ整理しておく必要があります。

具体的な内容は、過去の被災経験を念頭に

置くとともに地域の特性や、被災状況を踏

まえて決定することとなりますが、あらか

じめ住民に呼びかける項目を検討し、用意

しておくことも重要です。

６ 大規模地震に備えて講ずべき住民広報に

ついて

大規模地震発生時に住民が適切な行動を

取れれば、人命危険の回避、被害の拡大防

止等が図れるとともに、不幸にして避難生

活を送ることとなった場合でも劣悪な生活

環境を免れることも可能となってきます。

特に、自分の安全は自分で守ることが求め

られている昨今、住民に防災対策上必要な

知識、経験を可能な限り提供し、大規模地

震時においても、混乱しないようにする必

要があります。

そのためには、前述した事項を繰り返す

こととなりますが、防災訓練等の機会を活

用して、地震に関する基礎知識、安否情報

の提供方法、水や食料を初めとする個人備

蓄、地震時の保身方法、出火防止対策、避

難上の留意事項等の防災意識の啓発を図る

必要があります。

また、地震時における住民相互の協力、

ボランティアの活用等の重要性については、

阪神・淡路大震災において再認識されたと

ころであり、防災訓練等の機会を通じて地

震時に想定される災害を具体的にリストア

ップしてみて、それに対して行政が果たす

べき役割と住民が為すべき役割について、

住民と十分議論しておくことが重要です。

その際に、自治会単位等で地震時に災害弱

者になりやすい老人、乳幼児、身体障害者、

外国人等の状況を把握するとともに、具体

的な対策についても議論がなされるように

誘導していくことが重要です。

安否情報伝達方法について

平常時において家族、親戚等で、震災時に

おける安否情報の確認方法について決めてお

き、震災時にその方法を活用して安否確認を

行うことが基本ですが、このような方法を講

じても安否が確認できない場合に活用できる

よう、現時点で考えられる安否情報の提供方

策について整理しました。

１ 報道機関を通じた安否情報提供システム

� システムの概要

ラジオ、テレビ、新聞等のマスメディア

を通じて安否情報を住民に提供するもので

あり、過去の地震においても利用されてい

ます。

本システムの特徴として、�安否情報を
必要とする人がマスメディア情報を得られ

る状況にある場合は、有効な手段であるこ

と、�被災状況の報道という役割を果たさ
なければならない報道機関が安否情報の提

供のために割ける時間、紙面は限られてい

るのに対して、安否情報の提供対象被災者

が多いため、提供できる一人当たりの情報

量は限られていること、�放送又は掲載さ
れた安否情報を見知らぬ第三者が知ること

となるため、プライバシーの保護という観

点からも提供できる情報の内容も限定すべ

きであること等が挙げられます。

また、ラジオとテレビに共通する特徴と

しては、リアルタイムで情報が得られるも

のの乾電池等の電源が必要であること、新

聞の特徴としては、記録性が高いものの印

刷、配達体制を整えるのに時間を要するこ

とがそれぞれ挙げられます。

� 安否情報の種類と情報の入手方法

安否情報には、被害情報と安心情報と

があり、報道機関への情報の伝達方法、

伝達内容等が異なります。

ア 被害情報の特徴

被害情報としては、�死亡者、�負
傷者、�身元不明者、�行方不明者が
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あり、いずれの情報も被災情報の一つ

として報道されるものです。

報道機関への情報の伝達方法は、�
～�のいずれについても、医療機関、
消防機関、警察等から災害対策本部を

通じて又は直接報道機関へ情報提供が

なされることが考えられます。

また、被害情報の伝達内容は、被害

を受けた人数によっても異なりますが、

�、�、�では、氏名、年齢、性別、
住所（市町村名程度）程度であり、�
負傷者にあっては、重体重傷、軽傷等

の負傷程度が追加されます。なお、被

災地区向けの放送や新聞の場合には、

�では死亡原因、死亡場所、遺体収容
先等、�では入院先や具体的な負傷状
況等、�では人物の特徴、服装、所持
品等が伝達される場合もあります。ま

た、�では家族からの報道依頼に基づ
き、尋ね人的に放送又は掲載される場

合も考えられます。

なお、被害情報は、防災対応上重要

な情報であり、都道府県は市町村から

被害情報に関する報告を受け、国に報

告することとなります。

イ 安心情報の特徴

安心情報としては、狭義に捉えれば、

避難所へ避難した人に関する情報です

が、広義に捉えれば被災地に居住又は

滞在している人に関する情報を指すこ

ととなります。

避難所へ避難した人に関する情報を

報道機関から住民に伝達するためには、

避難所ごとに避難者リストが作成され

るか否かで対応が異なります。避難所

ごとに避難者リストを作成する場合、

当該リストに基づき報道機関から安心

情報として住民に伝達することができ

ます。一方、避難者リストが作成でき

ない場合は、全ての避難者名を報道す

ることは難しいものの、どこに避難所

が開設され、それぞれの避難所の状況

がどうなっているかという報道は可能

ですし、報道機関へ直接報道依頼のあ

った避難者に関する報道も可能です。

また、被災地に居住又は滞在してい

る人に関する安心情報は、親戚や知人

等には必要な情報ですが、対象人数は

膨大であり、どこかへ集約した上で報

道機関に伝達することは、ほとんど不

可能です。幸い大きな被害を受けず自

宅にいる人に関する個人情報は、被災

地が甚大な被害を被って、電話等の連

絡手段が途絶している場合は別として、

報道対象とはなりにくいと考えられま

す。

� 報道機関を通じた安否情報の提供につ

いて

地震時において報道機関は、被害状況

に関する報道等を行うため、被災者以外

の人も含めて多くの住民がテレビ、ラジ

オ、新聞等を情報源として活用していま

す。安否情報は個人情報であるため被害

状況に関する報道とは性質が異なります

が、住民の情報ニーズが高く、地震規模

が大きくなると入手できにくい情報なの

で、報道機関を通じての報道が実際に行

われており、利用されてきました。

このような状況を踏まえ、地方公共団

体は、各種報道機関と住民に対する安否

情報の提供の可能性について予め協議し

ておく必要があります。この場合、地方

公共団体が安否情報を集約しきれない時

には報道機関はどのように対応するのか、

地方公共団体から報道機関に安否情報を

提供した時にどのように取り扱われるの

か等について、被害情報と安心情報に分

けて議論することが重要です。また、報

道機関は災害情報を報道する役割を有し

ているので、被災状況によっては安否情
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報の報道対応は異なることが想定される

ため、報道マニュアルは作成できないか

もしれませんが、こうした報道に関する

基本的な考え方を整理しておくだけでも

防災対応上有効と言えます。

なお、ラジオ、テレビ等において安否

情報を放送する場合には、安否情報を放

送する地区名と時間を事前に予告情報と

して視聴者に伝達することにより安否情

報を必要とする多くの視聴者が聞き逃さ

ないようにする工夫も必要です。また、

報道機関には、全国規模で情報を伝達す

ることを主たる目的とした機関の他に、

地域に密着した情報を伝達することを主

たる目的とした機関があることに留意し、

情報伝達ルートの複数化を図ることが有

効です。

２ 電話を活用した連絡システム

� システムの概要

被災者が情報蓄積装置に電話により自

身の安否情報を登録し、第三者が情報蓄

積装置に電話をして当該情報を引き出し

ます。

本システムの特徴として、�電話があ
れば利用でき、入出力のための特殊な装

置は不要であること、�人手を介さない
ため、検索が容易であること、�音声蓄
積装置が全国に分散されている場合は、

電話の輻輳の影響を受けにくいこと、�
利用者が直接装置にアクセスできること、

�登録された情報はユーザーの都合の良
い時に確認できること、�避難等により
自宅を離れていても連絡ができること、

�停電、被災等で自宅の電話が使えなく
ても公衆電話等で利用できること等が挙

げられます。

� 安否情報の種類と情報の入手方法

安否情報には、被害情報と安心情報と

があり、本システムの活用方法等が異な

ります。

ア 被害情報に関する活用

�死亡者、�負傷者、�行方不明者
に関する情報については、親族等が本

システムを活用する可能性があります。

なお、被害情報の伝達内容は、被害

情報を録音する人に委ねられます。

イ 安心情報に関する活用

本システムは、一定量の伝言の音声

蓄積容量を有していることから、避難

所へ避難している人以外に、被害の程

度の小さかった人の情報も伝達するこ

とが可能な場合もあります。

なお、安心情報の伝達内容は、録音

可能時間、第三者に聞かれる可能性の

有無、被災状況等に応じて、安心情報

を録音する人が工夫すべきものです。

� 本システムを通じた安否情報提供に関

する事前調整

本システムの利用は、原則として個人

間の事前調整に基づきなされるべきもの

ですが、特に、被災時に本システムを利

用することを関係者間で了解しておかな

いと情報が伝達されない可能性があるこ

と、第三者に聞かれたくない情報の伝達

は事前に決めた暗証番号を用いる必要が

あること等を念頭に置き、地震時にどの

ように情報伝達手段として本システムを

活用するかを事前に検討しておく必要が

あります。

なお、行政サービスとして電話を活用

した連絡システムを構築している地方公

共団体がある他、NTTにおいても�災
害用伝言ダイヤル１７１�の提供を平成１０
年３月３１日から開始しているところです

が、その利用普及について検討すること

が望まれます。

３ インターネットを用いたシステム

� システムの概要

インターネット等による安否登録シス

テムをあらかじめ構築しておき、一定の
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フォーマットに基づき、被災者が安否情

報を入力し、第三者が当該情報を直接引

き出します。

本システムの特徴として、�人手を介
さないため、検索が容易であること、�
利用者が直接装置にアクセスできること、

�掲示された情報はユーザーの都合の良
い時に確認できること、�システム構築
のためのハードの費用負担を要すること、

�サーバーが一定の地域に集中設置され
る場合は、大規模地震でシステムが損傷

し、機能しないおそれがあること、�民
間企業がシステムを提供する場合、利用

者に利用料負担が生ずる可能性があるこ

と、�本システムは、パソコンに関する
知識を持った人でないと利用できないこ

と等が挙げられます。

� 安否情報の種類と情報の入手方法

安否情報には、被害情報と安心情報と

があり、本システムの活用方法等が異な

ります。

ア 被害情報に関する活用

�死亡者、�負傷者、�行方不明者
に関する情報については、親族等が本

システムを活用する可能性があります。

イ 安心情報に関する活用

本システムは、情報蓄積装置の状況

によっても異なりますが、避難所へ避

難している人以外に、被害の程度の小

さかった人の情報も伝達することが可

能です。

なお、内容については、あらかじめ

決められている項目を入力する（全て

の項目を入力するか否かは入力する人

の判断）他、システムによっては、メ

ッセージを入れることができるものも

考えられます。

� 本システムを通じた安否情報提供に関

する事前調整

本システムの利用は、原則として個人

間の事前調整に基づきなされるべきもの

ですが、特に、被災時に本システムを利

用することを関係者間で了解しておかな

いと情報が伝達されない可能性があるこ

と、事前に暗証番号を決めておかないと

見知らぬ第三者に安否情報を聞かれる可

能性があること等を念頭に置き、地震時

にどのように情報伝達手段として本シス

テムを活用するかを事前に検討しておく

必要があります。

４ 地方公共団体において管理、提供するシ

ステム

� システムの概要

防災対応を円滑に行うために、避難所

等において地方公共団体職員が、コンピ

ュータ又は紙情報で避難者リストを作成

しますが、当該リストを活用し、住民等

からの安否照会に対して回答します。

コンピュータ活用システムの特徴とし

て、�検索が容易であること、�安否照
会に対して行政職員がリストを検索して

回答する場合、第三者が直接装置にアク

セスできないことから、プライバシーの

保護が可能であること、�システム構築
のためのハードの費用負担を要すること、

�サーバーが一定の地域に集中設置され
る場合は、大規模地震でシステムが損傷

し、機能しないおそれがあること、�行
政職員が入力する場合、避難者が多いと

入力に長時間を要すること、�電話によ
る安否照会の場合、避難者リストが管理

されているのは被災地であることが多く、

電話の輻輳により照会できないことが考

えられること等が挙げられます。

紙情報活用システムの特徴として、�
システム構築のためのハードの費用負担

がない又は少ないこと、�第三者がリス
トを見れないためプライバシーの保護が

可能であること、�避難者リストを安否
照会に活用した事例があること（H
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９．３．２６鹿児島県薩摩地方を震源とする地

震等）、�避難者が多くなると避難者リ
ストの作成に長時間を要すること、�避
難者が多くなると複数の場所で避難者リ

ストを作ることとなりますが、他の避難

所における避難者リストの更新が遅れが

ちになり、検索にも手間がかかること、

�電話による安否照会の場合、避難者リ
ストが管理されているのは被災地である

ことが多く、電話の輻輳により照会でき

ないことが考えられること等が挙げられ

ます。

� 安否情報の種類と情報の入手方法

安否情報には、被害情報と安心情報と

があり、本システムの活用方法等が異な

ります。

ア 被害情報に関する活用

被害情報としては、�死亡者、�負
傷者、�身元不明者、�行方不明者が
あり、いずれの情報も、医療機関、消

防機関、警察等から災害対策本部を通

じて情報提供されることが考えられま

す。

コンピュータを活用する場合は、あ

らかじめ決められているパソコン端末

から情報を入力することとなり、紙情

報を活用する場合は、リストの管理責

任部署において取りまとめ、関係部署

に配布することとなります。

次に、被害情報の伝達内容は、被害

を受けた人数によっても異なりますが、

�では氏名、年齢、性別、住所（市町
村名程度）、死亡原因、死亡場所、遺

体収容先等、�では氏名、年齢、性別、
住所（市町村名程度）、重体重傷、軽

傷等の負傷程度等、�では人物の特徴、
服装、所持品等、�では氏名、年齢、
性別、住所（市町村名程度）等が考え

られます。

なお、被害情報は、防災対応上重要

な情報であり、都道府県は市町村から

被害情報に関する報告を受け、国に報

告することとなります。

イ 安心情報に関する活用

地方公共団体がコンピュータを活用

して安心情報を集約する場合、地方公

共団体職員等の限られた人が入力を行

うのであれば、避難所へ避難した人に

関する情報を避難者リストとして整理

することで精一杯であるのに対し、入

力は誰でも行えるようにすれば、記憶

容量等の環境によっても異なりますが、

被災地に居住又は勤務している人につ

いて制限なく情報を集めることも可能

です。

一方、地方公共団体が紙情報を活用

する場合は、避難所へ避難した人に関

する情報を避難者リストとして整理す

ることで精一杯ですし、情報量が多く

なればリストの作成に長時間を要する

ため、安否照会に対する資料として活

用することは期待しにくいでしょう。

このように入力の方法の違いによっ

て、対応できる安心情報の量も質も異

なりますが、第三者が安心情報を引き

出す場合は、地方公共団体職員が検索

を行い、照会に答える方式を取ること

となります（そうでない場合は、３イ

ンターネットを用いたシステム参照）。

� 本システムを通じた安否情報提供に関

する事前調整

ア 入出力項目の整理

コンピュータ、紙情報のいずれの方

式であっても、安否情報として入力項

目や入力方法、検索方法等を予め定め

ておき、平常時から住民に広報してお

く必要があります。

特に、コンピュータを用いる方式の

場合は、安否情報は防災情報の一部と

して位置付けられることが一般的であ
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り、その他のシステムとの連携を念頭

に置いて、どのような項目を入出力す

ることができるのかを整理しておく必

要があります。

イ バックアップ対応

市町村レベルでコンピュータ方式を

採用する場合は、記憶装置、回線等が

被災した場合のバックアップ機能につ

いて他の市町村や都道府県との連携も

含めて検討する必要があります。

紙情報で整理する場合は、被災規模

に応じた対応が求められることから、

他のシステムの併用も視野に入れて、

対応マニュアルを構築する必要があり

ます。

ウ 対応職員の検討

震災時においては、行政機関それぞ

れの部署で迅速かつ的確な防災対応が

求められるため、行政機関として十分

な安否情報対応が困難となることが予

想されます。プライバシーの保護を確

保するために、震災時において協力で

きる行政職員がいるか確認しておくと

ともに、必要に応じてボランティアの

活用を検討することも有効でしょう。

５ 地震時を念頭に置いた安否情報提供方策

に関する提言

地震時においては、多くの人が家族、親

戚、知人等の安否を確認しようとして、自

宅や勤務先に電話をすることとなります。

過去の地震においても、地震の規模が大き

くなればなるほど、安否を確認しようとす

る人が多くなり、電話が輻輳することに加

え、避難者の安否確認ができず、回線の切

断、電話機器の被災、受話器の外れ等の事

態も起きてくるため、安否確認ができにく

くなります。

また、地方公共団体は、被災の状況に応

じて様々な応急対策を講ずることとなりま

すが、避難者リストを作成することが可能

であれば、当該リストを活用して安否照会

に対して答えるべきですし、必要に応じて

報道機関等を通じて情報提供することも可

能ですが、地震規模が大きく甚大な被害が

発生している場合には、地方公共団体が講

ずべき対策も多くなってきて、膨大な安否

情報を集約して、住民に提供することが困

難となります。

したがって、安否情報の伝達は、個人対

個人で行うことが基本であることを十分に

認識し、あらかじめ当事者間で情報伝達手

段をどのように確保するかを議論し、事前

に決めておくことが必要です。具体的な方

策としては、�自宅周辺の避難地、避難所
を把握しておき、被災時に落ち合う場所を

あらかじめ定めておく、�被災者と同時に
被災する可能性の低い地域（遠方）に居住

又は勤務している親戚、知人等に、被災時

に安否情報の取次ぎをしてもらえるよう依

頼するとともに、家族、親戚等で承知して

おく等が考えられますが、広報紙、防災訓

練、学校教育等の機会を捉えて、これらの

ことを検討するように呼びかけることが重

要です。

また、昼間においては、学校、企業等に

多くの人がいることから、学校単位、企業

単位で安否状況を取りまとめ、当該情報を

地方公共団体、報道機関等に伝達するシス

テムを構築しておくことも有効です。安否

状況の取りまとめ方法も、学校、企業等の

在館者数、地方公共団体の対応可能性等を

踏まえ、当初は負傷者○名等の概括的な取

りまとめを行うことも考えられます。

なお、１～４で示した安否情報提供方策

は、個人対個人で安否情報を確認できなか

った人に対して講ずる個人情報サービスで

す。被災規模が大きくなればなるほど、早

急に応急対策を実施しなければならない地

方公共団体は安否情報の提供には関与でき

ないことに留意し、地方公共団体は、この
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ような場合に備えて、報道機関、通信メデ

ィア（電話会社、インターネットプロバイ

ダ等）の役割分担について協議しておくこ

とが望まれます。

１ 総出火件数は２，８３３件の減少

平成１０年第１四半期における総出火件数は

１６，６９４件であり、前年同期と比べると、２，８３３

件減少しています。

火災種別ごとにみると、建物火災は４５０件、

林野火災は８７９件、その他火災は１，５７９件それ

ぞれ減少し、一方、車両火災は７３件、船舶火

災は２件それぞれ増加しています。

２ 火災による死者は４４人の増加、負傷者は４４

人の減少

火災による死者は８１４人であり、前年同期

と比べると、４４人増加しています。

火災種別ごとにみると、建物火災は５５６人、

林野火災は１０人、車両火災は９７人その他火災

は１５１人の死者が発生しています。

火災による負傷者は２，２２０人であり、前年

同期と比べると、４４人減少しています。

火災種別ごとにみると、建物火災は１，９７１

人、林野火災は３９人、車両火災は６２人、船舶

火災は６人、その他火災は１４２人の負傷者が

発生しています。

３ 火災による死者（爆発を除く）の３９．５％は

乳幼児及び高齢者

爆発を除いた火災による死者８１３人につい

て、年齢層別にみると乳幼児及び高齢者が、

死者全体では３２１人（３９．５％）、また、建物火

災の死者５５５人においては、２６１人（４６．９％）

をしめています（年齢不明者を除く）。

４ 建物火災の死者のうち、住宅での死者は

８６．９％

建物火災における死者５５６人のうち、住宅

（戸建住宅、共同住宅、併用住宅）における

死者は４８３人（８６．９％）となっています。

５ 出火原因の第１位は'放火(、続いて'た
ばこ(、'放火の疑い(
全火災１６，６９４件を出火原因別にみると、�放
火�１，９３８件（１１．６％）、�た ば こ�１，８３５件
（１１．０％）、�放火の疑い�１，４９３件（８．９％）、
�こんろ�１，４２３件（８．５％）、�たき火�１，１２０
件（６．７％）の順であります。

爆発を除いた火災について、火災種別ごと

にみると、建物火災９，６１２件にあっては、�こ
んろ�１，３９８件（１４．５％）、�たばこ�１，０７３件
（１１．２％）、�ストーブ�９５３件（９．９％）、�放
火�９４７件（９．９％）、�放 火 の 疑 い�６３９件
（６．６％）の順であります。

林 野 火 災８６８件 で は、�た き 火�２３０件
（２６．５％）、�たばこ�１１７件（１３．５％）、�放
火の疑い�９０件（１０．４％）、�火入れ�８１件
（９．３％）、�火あそび�６３件（７．３％）の順で
あります。

車 両 火 災１，８９５件 で は、�放 火�２８７件
（１５．１％）、�放火の疑い�２２２件（１１．７％）、
�排気管�１７２件（９．１％）、�内燃機関�８６件
（４．５％）、�たばこ�７７件（４．１％）の順であり
ます。

その他火災４，２５１件では、�たき火�７０６件
（１６．６％）、�放火�６７７件（１５．９％）、�たば
こ�５６６件（１３．３％）、�放火の疑い�５３９件
（１２．７％）、�火あそび�３７８件（８．９％）の順
であります。

平成１０年（１月～３月）における火災の概要（概数）について

防災情報室
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平成１０年（１月～３月）における火災の概要（概数）

１ 全国の概要

�出火件数
平成１０年第１四半期における総出火件数

は１６，６９４件で、これは、１日当たり約１８５

件、約８分に１件の火災が発生したことに

なります。

これを火災種別ごとにみますと、以下の

とおりです。

総出火件数 １６，６９４件

建物火災 ９，６３９件（５７．７％）

林野火災 ８６８件（５．２％）

車両火災 １，８９６件（１１．４％）

船舶火災 ２９件（０．２％）

航空機火災 １件（０．０％）

その他火災 ４，２６１件（２５．５％）

また、それぞれを前年と比べますと、以

下のとおりとなります。

総出火件数 ２，８３３件（－１４．５％）減少

建物火災 ４５０件（ －４．５％）減少

林野火災 ８７９件（－５０．３％）減少

車両火災 ７３件（ ４．０％）増加

船舶火災 ２件（ ７．４％）増加

航空機火災 ０件（ ０．０％）同

その他火災 １，５７９件（－２７．０％）減少

�死傷者数
平成１０年第１四半期における死者数は

８１４人、負傷者は２，２２０人で、これは、１日

あたり死者が９．０人，負傷者が２４．７人それ

ぞれ発生したことになります。また、死者

は，火災２０．５件に１人、負傷者は７．５件に

１人発生したことになります。

死者数、負傷者数について、それぞれ前

年と比べますと、以下のとおりです。

死 者 ４４人（ ５．７％）増加

負傷者 ４４人（－１．９％）減少

�火災による損害
続いて火災による損害については、以下

のとおりです。

焼損棟数 １３，４５２棟（ １４９棟／１日 １．４棟／件）

り災世帯数 ９，８８０世帯（ １１０世帯／１日１．０世帯／件）

建物焼損床面積 ４９０，２８７	（ ５，４４８	／１日 ５０．９	／件）

建物焼損表面積 ４５，９２９	（ ５１０	／１日 ４．８	／件）

林野焼損面積 ２７，２５２ａ（ ３０３ａ／１日 ３１．４ａ／件）

損害額 ５１１億６，４４９万円（５億６，８４９万円／１日３０６万円／件）

これらを前年と比べますと、それぞれ以

下のとおりとなります。

焼損棟数 ８００件 （－５．６％）減少

り災世帯数 ２６２世帯 （－２．６％）減少

建物焼損床面積 １１７，９３５	 （－１９．４％）減少
建物焼損表面積 ４，１９７	 （－８．４％）減少
林野焼損面積 １７２，０４０ａ （－８６．３％）減少

損害額 ４０億１８６万円（－７．３％）減少

２ 建物用途別にみた火災発生状況

建物火災９，６３９件を建物用途別にみますと、

以下のとおりです。

住 宅 ３，９６４件（４１．１％）

共同住宅 １，４８５件（１５．４％）

複合用途（特定） ５８８件（６．１％）

工 場 ５８１件（６．０％）

併用住宅 ４８３件（５．０％）

複合用途（非特定） ３００件（３．１％）

倉 庫 ２９７件（３．１％）

事務所 ２０６件（２．１％）

物品販売店舗 １６６件（１．７％）

飲食店 １５４件（１．６％）

その他の用途の建物火災 １，４１５件（１４．７％）

その他の用途には、学校、神社・寺院、駐

車場、旅館、遊技場、病院、社会福祉施設、

公会堂、停車場、キャバレー、劇場、料理店、

幼稚園、公衆浴場、スタジオ、図書館等があ

ります。

３ 出火原因別にみた火災発生状況

�全火災１６，６９４件を出火原因別にみますと、
以下のとおりです。

放 火 １，９３８件（１１．６％）

たばこ １，８３５件（１１．０％）

放火の疑い １，４９３件（８．９％）

こんろ １，４２３件（８．５％）

たき火 １，１２０件（６．７％）
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ストーブ ９８０件（５．９％）

火あそび ７７８件（４．７％）

電灯・電話等の配線 ３６７件（２．２％）

火入れ ３１６件（１．９％）

配線器具 ２８５件（１．７％）

マッチ・ライター ２７９件（１．７％）

焼却炉 ２３３件（１．４％）

電気機器 ２２３件（１．３％）

風呂かまど ２０８件（１．２％）

排気管 １９８件（１．２％）

その他 ２，９１３件（１７．４％）

不明・調査中 ２，１０５件（１２．６％）

�爆発を除く建物火災９，６１２件を出火原因別
にみますと、以下のとおりです。

こんろ １，３９８件（１４．５％）

たばこ １，０７３件（１１．２％）

ストーブ ９５３件（９．９％）

放 火 ９４７件（９．９％）

放火の疑い ６３９件（６．６％）

火あそび ３１９件（３．３％）

電灯・電話等の配線 ３００件（３．１％）

配線器具 ２３７件（２．５％）

風呂かまど ２０２件（２．１％）

電気機器 １５６件（１．６％）

たき火 １５４件（１．６％）

マッチ・ライター １３８件（１．４％）

煙突・煙道 １３６件（１．４％）

灯 火 １２８件（１．３％）

溶接機・切断機 １１４件（１．２％）

その他 １，４６１件（１５．２％）

不明・調査中 １，２５７件（１３．１％）

�爆発を除く林野火災８６８件を出火原因別に
みますと、以下のとおりです。

たき火 ２３０件（２６．５％）

たばこ １１７件（１３．５％）

放火の疑い ９０件（１０．４％）

火入れ ８１件（９．３％）

火あそび ６３件（７．３％）

放 火 ２７件（３．１％）

焼却炉 １３件（１．５％）

マッチ・ライター １２件（１．４％）

取 灰 ５件（０．６％）

内燃機関 ２件（０．２％）

こんろ １件（０．１％）

溶接機・切断機 １件（０．１％）

かまど １件（０．１％）

電灯・電話等の配線 ０件（０．０％）

炉 ０件（０．０％）

その他 ６７件（７．７％）

不明・調査中 １５８件（１８．２％）

�爆発を除く車両火災１，８９５件を出火原因別
にみますと、以下のとおりです。

放 火 ２８７件（１５．１％）

放火の疑い ２２２件（１１．７％）

排気管 １７２件（９．１％）

内燃機関 ８６件（４．５％）

たばこ ７７件（４．１％）

衝突の火花 ６８件（３．６％）

電気機器 ５１件（２．７％）

マッチ・ライター ４８件（２．５％）

電気装置 ３９件（２．１％）

たき火 ２９件（１．５％）

配線器具 ２６件（１．４％）

火あそび １８件（０．９％）

電灯・電話等の配線 １４件（０．７％）

焼却炉 １２件（０．６％）

溶接機・切断機 ８件（０．４％）

その他 ４４５件（２３．５％）

不明・調査中 ２９３件（１５．５％）

 爆発を除く船舶火災２９件を出火原因別にみ
ますと、以下のとおりです。

電灯・電話等の配線 ５件（１７．２％）

溶接機・切断機 ３件（１０．３％）

マッチ・ライター ２件（６．９％）

電気機器 ２件（６．９％）

放火の疑い ２件（６．９％）

ストーブ １件（３．４％）

たき火 １件（３．４％）

たばこ １件（３．４％）

こんろ １件（３．４％）
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煙突・煙道 ０件（０．０％）

排気管 ０件（０．０％）

風呂かまど ０件（０．０％）

電気装置 ０件（０．０％）

炉 ０件（０．０％）

内燃機関 ０件（０．０％）

その他 ５件（１７．２％）

不明・調査中 ６件（２０．７％）

!爆発を除く航空機火災１件の出火原因につ
いては、現在調査中です。

"爆発を除くその他火災４，２５１件を出火原因
別にみますと、以下のとおりです。

たき火 ７０６件（１６．６％）

放 火 ６７７件（１５．９％）

たばこ ５６６件（１３．３％）

放火の疑い ５３９件（１２．７％）

火あそび ３７８件（８．９％）

火入れ ２０３件（４．８％）

焼却炉 １１８件（２．８％）

マッチ・ライター ７６件（１．８％）

溶接機・切断機 ５４件（１．３％）

電灯・電話等の配線 ４８件（１．１％）

取 灰 ２４件（０．６％）

配線器具 ２１件（０．５％）

ストーブ １６件（０．４％）

こんろ １４件（０．３％）

電気機器 １２件（０．３％）

その他 ４１２件（９．７％）

不明・調査中 ３８７件（９．１％）

#爆発のみの火災３８件を出火原因別にみます
と、以下のとおりです。

こんろ ５件（１３．２％）

ストーブ ４件（１０．５％）

炉 ３件（７．９％）

マッチ・ライター ３件（７．９％）

電気機器 ２件（５．３％）

溶接機・切断機 ２件（５．３％）

電気装置 １件（２．６％）

配線器具 １件（２．６％）

風呂かまど １件（２．６％）

たばこ １件（２．６％）

火入れ １件（２．６％）

放火の疑い １件（２．６％）

かまど ０件（０．０％）

電灯・電話等の配線 ０件（０．０％）

内燃機関 ０件（０．０％）

その他 １０件（２６．３％）

不明・調査中 ３件（７．９％）

４ 死傷者の発生状況

�火災種別死者発生状況
全死者８１４人について火災種別ごとにみ

ますと、以下のとおりです。

建物火災 ５５６人（６８．３％）

林野火災 １０人（１．２％）

両火災 ９７人（１１．９％）

船舶火災 ０人（０．０％）

航空機火災 ０人（０．０％）

その他火災 １５１人（１８．６％）

�建物用途別死者発生状況
建物火災における死者５５６人を建物用途

別にみますと、以下のとおりです。

住 宅 ３６１人（６４．９％）

共同住宅 ９６人（１７．３％）

併用住宅 ２６人（４．７％）

複合用途（特定） ２１人（３．８％）

複合用途（非特定） １３人（２．３％）

工 場 ４人（０．７％）

倉 庫 ３人（０．５％）

旅 館 ２人（０．４％）

停車場 １人（０．２％）

飲食店 １人（０．２％）

その他の用途の建物火災 ２８人（５．０％）

その他の用途には、駐車場、社会福祉施

設、事務所、学校、公衆浴場等があります。

�火災種別負傷者発生状況
全負傷者２，２２０人について火災種別ごと

にみますと、以下のとおりです。

建物火災 １，９７１人（８８．８％）

林野火災 ３９人（１．８％）

車両火災 ６２人（２．８％）
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船舶火災 ６人（０．３％）

航空機火災 ０人（０．０％）

その他火災 １４２人（６．４％）

�建物用途別負傷者発生状況
建物火災における負傷者１，９７１人を建物

用途別にみますと、以下のとおりです。

住 宅 １，０００人（５０．７％）

共同住宅 ３６５人（１８．５％）

複合用途（特定） １３９人（７．１％）

併用住宅 １１６人（５．９％）

複合用途（非特定） ８８人（４．５％）

工 場 ６７人（３．４％）

飲食店 ２５人（１．３％）

事務所 ２３人（１．２％）

物品販売店舗 ２１人（１．１％）

倉 庫 １８人（０．９％）

その他の用途の建物火災 １０９人（５．５％）

その他の用途には、学校、旅館、病院、

神社・寺院、社会福祉施設、遊技場、公衆

浴場、劇場、公会堂、スタジオ、駐車場等

があります。

 死者の発生した経過別死者発生状況
全死者８１４人について，死者の発生した

経過別にみますと、以下のとおりです。

逃げおくれ ３０６人（３７．６％）

放火自殺 ２９６人（３６．４％）

着衣着火 ６９人（８．５％）

出火後再進入 ９人（１．１％）

その他 １３４人（１６．５％）

!年齢層別死者発生状況
爆発を除く死者８１３人について，年齢層

別にみますと、以下のとおりです。

６～６４歳以下 ４９０人（６０．３％）

６５歳以上 ２９４人（３６．２％）

５歳以下 ２７人（３．３％）

年齢不明 ２人（０．２％）

"複合条件による死者発生数
$ 年齢層並びに火災種別ごとにみると、

以下のとおりです。

・５歳以下（爆発を除く）

建物火災 ２４人（８８．９％）

林野火災 ０人（０．０％）

車両火災 ２人（７．４％）

船舶火災 ０人（０．０％）

航空機火災 ０人（０．０％）

その他火災 １人（３．７％）

・６～６４歳以下（爆発を除く）

建物火災 ２９４人（６０．０％）

林野火災 ３人（０．６％）

車両火災 ８８人（１８．０％）

船舶火災 ０人（０．０％）

航空機火災 ０人（０．０％）

その他火災 １０５人（２１．４％）

・６５歳以上（爆発を除く）

建物火災 ２３７人（８０．６％）

林野火災 ７人（２．４％）

車両火災 ６人（２．０％）

船舶火災 ０人（０．０％）

航空機火災 ０人（０．０％）

その他火災 ４４人（１５．０％）

% 年齢層並びに建物用途別にみると、以

下のとおりです。

・５歳以下（爆発を除く）

住 宅 １５人（６２．５％）

共同住宅 ６人（２５．０％）

複合用途（非特定） ２人（８．３％）

複合用途（特定） １人（４．２％）

公会堂 ０人（０．０％）

キャバレー ０人（０．０％）

遊技場 ０人（０．０％）

料理店 ０人（０．０％）

その他 ０人（０．０％）

・６～６４歳以下（爆発を除く）

住 宅 １７１人（５８．２％）

共同住宅 ６３人（２１．４％）

併用住宅 ２１人（７．１％）

複合用途（特定） ８人（２．７％）

倉 庫 ３人（１．０％）

工 場 ３人（１．０％）

複合用途（非特定） ３人（１．０％）
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旅 館 １人（０．３％）

その他 ２１人（７．１％）

・６５歳以上（爆発を除く）

住 宅 １７５人（７３．８％）

共同住宅 ２７人（１１．４％）

複合用途（特定） １２人（５．１％）

複合用途（非特定） ８人（３．４％）

併用住宅 ５人（２．１％）

公衆浴場 １人（０．４％）

工 場 １人（０．４％）

飲食店 １人（０．４％）

その他 ７人（３．０％）

& 層並びに死者の発生した経過別にみる

と、以下のとおりです。

・５歳以下（爆発を除く）

逃げおくれ ２３人（８５．２％）

着衣着火 １人（３．７％）

放火自殺 １人（３．７％）

出火後再進入 ０人（０．０％）

その他 ２人（７．４％）

・６～６４歳以下（爆発を除く）

放火自殺 ２５０人（５１．０％）

逃げおくれ １３５人（２７．６％）

着衣着火 ２３人（４．７％）

出火後再進入 ３人（０．６％）

その他 ７９人（１６．１％）

・６５歳以上（爆発を除く）

逃げおくれ １４７人（５０．０％）

着衣着火 ４５人（１５．３％）

放火自殺 ４４人（１５．０％）

出火後再進入 ６人（２．０％）

その他 ５２人（１７．７％）
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�五月雨を 集めてはやし 最上川�
�暑き日を 海にいれたり 最上川�
俳聖、芭蕉が�奥の細道�の途中で詠んだご
とく、まさに最上川と日本海が出会う河口に位

置した町が酒田地区消防組合消防本部のある酒

田市です。

酒田市は港の繁栄から発展した商人の町です。

�本間様には及びもないが、せめてなりたや殿
様に�とうたわれ日本一の大地主として知られ
た本間家と、井原西鶴の�日本永代蔵�に北国
一の米の買い入れ問屋と記された鐙屋は、�酒
田三十六人衆�の一員として本市の繁栄を築き
ました。往時の繁栄ぶりは�西の堺に東の酒
田�とまで言われたほどで、東北の小京都とも
呼ばれる歴史の薫りあふれる建物は現在も往時

のまま残っており、風情ある景観をつくってい

ます。

また、酒田湊を使った上方などとの活発な経

済交流・人的交流は、進取の気風に富んだ独特

の市民姓を培ってきました。この気風は、市街

地の中心部２２．５ha を消失した昭和５１年１０月の

あの忌まわしい酒田大火の被災区域を、わずか

２年半の短期間で見事近代的な防災都市として

復興させたことにも現れています。

さて、酒田地区消防組合は、酒田市と周辺六

町で構成する消防組合ですが、本地域は北は名

峰�鳥海山�、南は霊峰�月山�を望み、最上
川が運んできた肥沃な土壌がもたらす米どころ、

庄内平野の北側に位置しております。また、西

側は日本海に面して庄内砂丘が形成され、水平

線に沈む夕日は絶景で、遠くは太平洋側から幸

せカップルもみえるなど、ひとときの語らいの

場を提供しています。

また、最上川河口には白鳥の飛来地日本一の

�最上川スワンパーク�があり、毎年１０月の第
１陣飛来から、翌年の３月にシベリヤに帰るま

での間、子育ての微笑ましい姿を身近で見るこ

とができ、観光客や市民の憩いの場所として親

しまれております。

消防・防災に関する特徴としては、重要港湾

・酒田港の背後地に化学工場や石油基地及び火

力発電所の石油コンビナートが有り、また庄内

空港と平成９年１０月に開通した山形自動車高速

道等の特異的なものから、海・離島・山・川と

ありとあらゆる消防・防災対象物があるといえ

ます。このため、各種災害に備えた装備の充実

及び対応訓練が不可欠であり、小さい規模でも

きめ細かな内容の充実した消防・防災体制が期

待されているところです。

当組合の消防行政としましては、昭和４８年４

月１日に１本部１署１分署、職員数８１名で発足、

昭和４９年１２月に構成町の組織充実を完成させ、

１本部１署８分署、職員数１７２名で本格スター

トしました。その後において酒田港地区が石災

法に基づく特防区域として指定されたことから

石油コンビナート用の３点セットを導入、さら

には昭和５１年１０月２９日に発生した酒田大火を教

訓として４１名の職員の増員を行う等、消防力の

充実を図ってきました。最近においては、平成

９年１０月に最上川以南区域の防災拠点として９

番目の分署を開署し、また、平成１０年４月１日

に発足した山形県消防防災ヘリコプターの搭乗

要員として航空隊へ２名を派遣するなどで、現

在、１本部１署９分署、職員数２１７名の体制と

なっております。

近年の取り組みとしては、平成５年度から救

急高度化に向けたプロジェクトチームを発足さ

せ、�一人でも多くの命をこの手で…�をスロ

北から南から ◆各地の消防だより

最上川と夕日の出会うまち+酒田,
酒田地区消防組合消防本部 消防長 渡会 豊明
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ーガンに年度計画を策定して積極的に予防救急

活動を展開し、現在は順調に推移しております。

その内容としては、平成６年度に誕生した救

急救命士と平成７年３月高規格救急自動車の導

入に合わせて高度処置救急隊を発足させ、現在

は３隊が活動しているのを始め、消防庁通達に

基づく応急手当普及活動についても、管内住民

１６９，０００人の５人に１人の市民救命士を目標に

年次計画で講習会を実施し、現在までの受講者

数は管内人口４６人に１人となっております。

また、当組合は緊急消防援助隊の救急隊とし

て登録されていることから、一段と充実した救

急体制に向け全署に救急自動車を配置（１０隊）、

さらには今年度において４台目の高規格救急自

動車の導入を予定し、救急救命士の養成に力を

入れているところです。

管内の災害発生状況についてですが、自然災

害は冬期間の一時的な荒天を除きほとんど発生

してない状況です。火災発生件数はここ５年間

の出火率は３．３件で推移し、救急件数について

は１日１０件平均から微増の状況です。

また当組合では酒田大火を教訓として、�災
害のない 明るい 街づくり�を目指して、署
員一人ひとりが自治会単位で管轄区域を受け持

ち、�住宅防火安全ふれあい運動�を展開、全
世帯の訪問から災害弱者世帯特別訪問等を実施

して火災予防普及等に努めております。

～大事な命を一人でも多く助けたい～、ただ

そのためだけに頑張っております。

１ 目 的

�救急の日�は、昭和５７年に救急医療及び
救急業務に対する国民の正しい理解を深め、

かつ、救急医療関係者の意識の高揚を図るこ

とを目的として�救急医療週間�と共に設け
られました。

以来毎年９月９日を�救急の日�とし、こ
の日を含む１週間を�救急医療週間�（今年
は９月６日
から９月１２日�までとされてい
ます。ただし、地域の実情に応じて変更する

ことができます。）としています。

全国各地において国、地方公共団体、日本

医師会、日本救急医学会、全国消防長会、そ

の他救急医療関係諸機関の主催や協賛によっ

て�救急の日�及び�救急医療週間�の趣旨
にふさわしい内容の行事を実施されます。

２ 実施の重点

�救急の日�及び�救急医療週間�におけ

る各種行事及び普及啓発等の重点方針は次の

とおりです。

� 応急手当の普及啓発

� 救急医療システム及び救急搬送システム

の紹介並びにそれらの適切な利用方法の普

及啓発

� 救急医療関係者及び救急隊員の表彰及び

研修

３ 実施内容等

消防庁では��救急の日�及び�救急医療
週間�の実施について�を各都道府県知事あ
てに通知し、今年度の実施方針を示し、期間

中における行事等への協力と管下市町村への

周知徹底をお願いしています。

また、今年は消防庁と厚生省との共催によ

り９月９日に JR東京駅において、�救急の
日'９８�を開催し心肺蘇生法を中心とした応
急手当の実演や実技指導、パネルを利用した

☆９月９日は'救急の日(

（救急救助課）

��������������� 広 報 資 料・９月分 ���������������
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救急医療システムや救急搬送システムの紹介

などを行います。

�救急の日�及び�救急医療週間�を機会
にできるだけ多くの方に応急手当を身につけ

ていただくとともに、救急業務や救急医療の

正しい理解と認識を深めていただくようお願

いします。

秋の行楽期を迎え、家族やグループによる旅

行の機会が増えて、旅館・ホテル等の宿泊施設

を利用することが多くなります。しかし、旅館

・ホテルのような不特定多数の人が宿泊する施

設においては、宿泊者がその施設の構造を熟知

していないため、ひとたび火災が発生すると、

大きな混乱を生じ、多数の死者を生じる大惨事

につながるおそれがあります。

旅館・ホテル等の関係者の方々が、繁忙期の

火災発生を防ぐために十分な火災予防対策を講

じることはもちろんですが、宿泊者の皆様も寝

たばこなどにより火災を起こさないよう十分気

をつけ、万一火災が起きた際の避難経路の確認

など、施設を利用する上での注意をよく守って

下さい。

旅館・ホテル等の施設関係者の方にとって、

火災の発生防止及び被害の軽減を図るための予

防対策として以下のものがあります。

１ 消防用設備等の設置・点検

火災を早期に発見し、消火等に役立つ設備

機器として、スプリンクラー設備、自動火災

報知設備等があります。万一、火災が発生し

たときに被害を最小限に食い止めるためには、

これらの消防用設備等を適正に設置すること

はもとより、設置後においてその機能に支障

をきたさないよう定期的な点検により維持・

管理をして、常に火災に備えておくことが必

要です。

２ 従業員に対する教育・訓練の実施

消防計画に基づいた教育・訓練を実施し、

いざというときの任務分担を従業員一人ひと

りが十分理解し、連絡通報、初期消火及び避

難誘導を円滑に行えるよう、日頃から防火管

理体制を確立しておくことが必要です。

また、行楽シーズンに伴い臨時に採用した

職員に対しても、従業員と同様に消防用設備

等の取扱い方法をはじめとする教育・訓練を

徹底することが必要です。

３ 自ら避難することが困難な人への配慮

高齢者や身体不自由者等は、火災が発生し

た場合において、迅速・的確な避難行動をと

ることが困難なことから、逃げ遅れ等によっ

て死傷するおそれがあります。このような宿

泊者に対しては、災害時に避難のしやすい階

や非常口付近の宿泊室を割り当て、万一の際

には従業員が付き添い避難誘導するなどのき

め細かな配慮が必要です。

４ 防炎寝具等の使用促進

旅館・ホテル等においては、防炎物品を使

用することが法令により義務付けられている

カーテン・じゅうたん等はもちろんのこと、

寝具類等に着火した火災事例も多いことから、

これらについても、火災の拡大を防止するう

えで有効な防炎製品を使用するようにしまし

ょう。

旅館・ホテル等を利用される宿泊者の方は、

次の事項に注意して下さい。

１ 避難経路の確認

旅館・ホテル等の火災で犠牲者が生ずる要

因として、宿泊者が施設に不案内なため避難

経路がわからず、逃げ場を失ってしまう場合

があるので、宿泊室から２方向以上の避難経

☆秋の行楽期における火災の被害防止

（消防庁予防課）
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路、非常口を旅館・ホテル等の案内図等によ

り確認しておきましょう。実際に歩いて確認

するとさらに安心です。また、非常用の懐中

電灯や避難器具等の確認もしておきましょう。

万一、火災が発生した場合は、従業員の避難

誘導に従いましょう。

２ たばこの処理

宿泊者の寝たばこやたばこの不始末によっ

て多くの火災が発生しています。寝たばこは

絶対にしないのはもちろんのこと、たばこを

吸う場合には所定の喫煙場所で吸うよう心が

けるとともに、たばこの火が完全に消えたこ

とを確認するなど吸い殻の始末をきちんと行

い、マナーを守った喫煙を心がけましょう。

地震が発生したとき、被害を最小限におさえ

るには、一人ひとりがあわてずに適切な行動を

とることが極めて重要です。

そのためには、みなさんが地震について関心

を持ち、いざというときに落ち着いて行動でき

るよう、日頃から地震が発生した時の正しい心

構えを身につけておくことが必要です。

そこで、次のようなことを、ふだんから取り

組みましょう。

＜家庭の防災会議＞

地震のとき、家族があわてずに行動できるよ

うに、ふだんから次のようなことを話し合い、

それぞれの分担を決めておきましょう。

・救急医薬品や火気などの点検

・幼児や老人の避難は誰が責任をもつか

・避難場所、避難路はどこにあるか

・避難するとき、だれが何を持ち出すか、非

常持出袋はどこに置くか

・家族間の連絡方法と最終的に確認し合う場

所はどこにするか

・昼の場合、夜の場合の違いをどうするか

また、家族が会社、学校、買い物など別々の

場所で地震にあった場合の連絡方法や最終的な

避難場所も決めておき、これらを記入した避難

カードを作成し、各自携帯しましょう。

＜住まいの安全チェック＞

・家補強

柱、土台や屋根瓦などを点検し、老朽化し

ているものは、補強をしておきましょう。

・ブロック塀、石塀の補強

ブロック塀等は、鉄筋などで補強をしたり、

プロパンガスボンベは、転倒しないように鎖

などで固定しましょう。

・家具等の転倒、落下防止

タンスや食器棚等の家具類は壁などに固定

し、重い物や不安定な物は高い所に置かない

ようにしましょう。

＜消火器などの備え＞

万一の出火に備えて、消火器や水バケツなど

をすぐに使える場所に用意したり、風呂の水は

いつも溜めておくように心がけましょう。

また、火災が発生した時に確実に消火できる

ように、ふだんから防災訓練などに参加し、消

火器の使い方に慣れておきましょう。

さらに、倒壊した家の下敷きになった人を救

出するために役立つ、のこぎり、バール、ハン

マー等も用意しておきましょう。

＜非常持出品の準備＞

避難場所での生活に最低限必要な物を準備し、

また、負傷したときに応急手当ができるように、

応急医薬品などもリュックサックや非常持出袋

に入れて、いつでも持ち出せる場所に備えてお

きましょう。

＜避難場所、避難路の確認＞

自分の避難場所や避難路を確認するとともに、

家族全員で実際に歩いてみて、所要時間（歩行

距離）と危険個所の有無についてあらかじめ調

べておきましょう。

☆地震に対する日常の備え

（震災対策指導室）
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＜防災訓練＞

正しい防災知識に基づく防災行動が的確にと

れるように日頃から心がけ、防災訓練に積極的

に参加しましょう。

また、災害発生時には、個人の対応ではどう

しようもない場合があるので、ふだんから隣近

所の人々とのコミュニケーションを保ち、いざ

という時、お互いに協力しあえるようにしてお

きましょう。

１ '適マーク制度(とは？
百貨店の入口やホテルのフロント等で見かけ

る�適マーク�は、旅館・ホテル、劇場、百貨
店など不特定多数の人が出入りする施設を対象

として、その対象物を管轄している消防署の職

員が、立入検査により一定の点検項目を審査し、

防火の基準に適合する防火対象物に対して交付

するものです。これを�防火基準適合表示制
度�といいます。
この制度は、防火対象物の防火に関する状況

を広く国民に対して情報提供することにより、

防火対象物関係者の防火に関する認識を高め、

防火安全に関する不備事項の是正促進に大きな

効果を挙げているものです。現在では、安全の

シンボルマークとして位置づけられており、信

頼のある制度として国民に広く定着しています。

２ どのような点検項目を審査しているのか？

�適マーク制度�の対象としている旅館・ホ
テル、劇場、百貨店等は、不特定多数の人々が

出入りする施設であり、もし火災などの災害が

発生した場合に、多数の人々の生命・身体に危

険を及ぼす可能性があります。

このようなことを踏まえ、�適マーク�を交
付しようとする防火対象物については、次の２８

項目の要件を満たしているかどうかを厳しく審

査しています。

� 防火管理者を選任し、消防訓練、防災教育

の実施など、防火管理が適正に維持されてい

るかどうか（１０項目）

� 消防法令に定められた消防用設備等が設置

され、適正に維持管理されているかどうか（１０

項目）

�火気使用設備・器具、危険物施設等に関する
届出、維持管理が適正に行われているかどう

か（５項目）

� 建築基準法令の防火の基準に適合している

かどうか（３項目）

３ 全国でどれだけ交付されているのか？

平成９年３月３１日現在の�適マーク制度�の
防火対象物は全国で５３，２０９件であります。この

うち、立入検査を完了した対象物数は５０，９０７件

（検査率９５．７％）であり、点検項目の基準に適

合し、�適マーク�が交付された対象物数は
３６，７１５件（交付率７２．１％）であります。

さらに、平成２年から、�適マーク�の基準
に２年以上継続して適合している対象物には、

そのことを示すための表示である�適継続章�
が付されることとし、平成９年３月３１日現在、

この�適継続章�が表示された対象物数は２８，３２６
件になります。

また、既に�適マーク�の交付を受けている
防火対象物であって、その後�適マーク�の基
準に適合しなくなったり、火災が発生した場合

等により適正な維持管理が困難になったことに

より、�適マーク�を返還した対象物数は、８０８
件となっています。

４'適マーク(交付対象物を利用する方へ！
�適マーク�を交付している防火対象物を管
轄している消防署の職員は、定期的に立入検査

を実施し、適正な維持管理を行うよう指導して

います。

�適マーク�は一定の防火基準を満たしてい

☆適マーク制度の普及と理解の推進

（消防庁予防課）
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ることを表示するものであり、安全のシンボル

マークとまで言われておりますが、これらの施

設等を利用する場合であっても、万一に備えて

避難経路の確認を行うなど、いざという時に我

が身を守る自分の行動を確認しておくことが大

切です。

我が国には、８６の活火山をはじめ、多くの火

山が分布しており、これまで大きな被害をもた

らしてきました。火山災害は、短時間のうちに、

広範囲にわたり、大きな被害をもたらすうえ、

長期化することもあり、十分な備えが必要です。

国や地方公共団体では、火山災害に備え、避

難施設などの整備、防災訓練の実施や情報収集

・伝達網の充実、避難誘導体制の整備、観光客

・登山者対策の実施など、防災体制の強化を推

し進めています。

しかしながら、火山災害による被害を最小限

にとどめるためには、みなさん一人ひとりの日

頃からの心構えと準備が極めて重要です。特に、

大規模な災害により広範囲にわたる被害が発生

した場合には、防災関係機関などによる活動が

困難になることも予想されますので、地域の住

民一人ひとりが�自分たちの地域は自分たちで
守る�という連帯意識を持ち、自主的な防災活
動を行うことも大切です。

それでは、もう１度次のような点を確認し、

火山災害に対する備えを確実なものにしておき

ましょう。

１ 日頃からの心構えと準備は

� 地域ごとに自主防災組織の活動を積極的

に進め、日頃から災害が発生した場合を想

定して、地域の実情に応じた実践的な避難

訓練などをみなさん自身で積み重ねておき

ましょう。

� 火山は、火砕流、土石流、泥流、溶岩流

や噴石、降灰などのほか、山崩れや津波、

火山ガスなど、それぞれの火山の性質や地

域の特性に応じた様々な災害をもたらしま

す。自治体や消防機関あるいは自主防災組

織などが開催する研修会、説明会、イベン

トなどに積極的に参加したり、広報紙やパ

ンフレットなどを通じて、過去の噴火の歴

史や火山活動の特徴、用語、予想される危

険箇所などについて知っておくなど、普段

から火山に関する知識を蓄え、いざという

ときの対応力を身に付けておきましょう。

� テレビ・ラジオや地域の防災行政無線な

どから伝えられる火山情報には普段から耳

を傾ける習慣をつけておきましょう。なお、

防災行政無線が設置されていない地域では、

火山情報や避難の勧告・指示がどのような

経路で伝えられて来るのか、あらかじめよ

く確認しておきましょう。

� 日時などを特定した火山噴火の予知など

はできません。根拠のないデマや噂などに

惑わされず、正確な情報に基づいて行動し

ましょう。

� 一時的に避難する場所は事前に指定され

ていますので、日頃からその位置やそこま

での道順を確認しておきましょう。

� 飲料水や非常食、懐中電灯、携帯用ラジ

オなどの非常持ち出し品を用意しておきま

しょう。その際、火山災害による避難生活

は長期間にわたることもあるということを

考慮に入れて、用意に当たりましょう。ま

た、家族一人ひとりが身に付けられるよう

にそれぞれの氏名票（住所、氏名、生年月

日、血液型、勤務先、非常連絡先、避難予

定地などを記入しておく）を準備しておき

ましょう。

� 家族で防災について話し合う�家族防災
会議�を開き、それぞれの役割分担や避難

☆火山災害に対する備え

（防 災 課）
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先でおちあう場所など、重要なことをあら

かじめ決めておきましょう。

�噴煙などの異常現象を発見したら、すぐに
地元の自治体や消防、警察などの防災関係

機関に連絡をしましょう。

２ 噴火が始まったら

� 災害の状況を軽く見ないで、消防、警察

などの防災関係機関の広報に注意し、避難

の勧告や指示が出された場合には、その指

示に従いましょう。なお、周囲の状況から

みて危険と判断した場合には、避難の勧告

や指示がなくても、自主的に避難をして災

害から身を守りましょう。

� お年寄りや子ども、病人、体の不自由な

方などのいる家庭は、特に早めに避難しま

しょう。また、これらの方々には家族ばか

りではなく近所の人も気配りをするなど、

地域の人々が協力しあって避難を手助けす

るよう心がけましょう。

� 回り道でも、あらかじめ確認しておいた

最も安全な道順を選んで避難しましょう。

� 服装は行動しやすいものとし、ヘルメッ

トや底の丈夫な運動靴、手袋なども用意し

ましょう。

� 火砕流・土石流は速度が速いため、発生

した場合、流れに背を向けて逃げたのでは

巻き込まれてしまいます。流路から遠ざか

る方向に避難をしましょう。

� 噴石などが降ってきたら、岩かげや丈夫

な建物に身を寄せましょう。

� 災害時には、何よりもあわてず落ち着い

て行動しましょう。

３ 噴火が落ち着いても

� 警戒区域が設定されていたり、避難勧告

が出されていた場合には、解除されるまで

は、その対象地域に決して立ち入らないよ

うにしましょう。

� 雨が降ると土、岩片や灰などが水と混ざ

り合い、土石流などが発生することがあり

ますので、引き続き注意をしましょう。特

に、崖の近くや土石流、泥流の危険性のあ

る場所に住んでいるみなさんは、雨が降っ

た場合、速やかに安全な場所に避難しまし

ょう。

４ 山に入る時の注意点

これから多くの観光客や登山者が山に入る

シーズンを迎えますが、登山中には、火山ガ

スや噴気地帯に気を付けましょう。毒性の強

い硫化水素ガスなどの火山ガスは、火山活動

が比較的穏やかなときでも、噴気口や温泉な

どから発生していることがあり、特に注意が

必要です。硫化水素ガスは空気よりも重いの

で、くぼ地や低地にたまることが多く、天候

がくもり・雨の場合や風がないときには、火

山ガスが広がりにくいため、濃度の高いガス

がたまりやすくなります。この中にいると、

中毒で意識不明になったり、死に至ることも

ありますので、事前に十分確認をした上で山

に入るよう心がけましょう。

平成１０年６月の通知・通達について

��������������� お 知 ら せ ���������������

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防震第３６号 １０．６．１０ 関係道県消防主管部長 震災対策指導室長 大都市地域の震災対策の推進について

消防情報第１０１号 １０．６．２６ 各都道府県消防主管部長 防災情報室長 建設建築費指数について
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去る４月４日�から７日
まで、東京ビッグ
サイト・国際展示場において、�自治体５０年記
念国際消防防災展'９８ in 東京�が開催されまし
た。

この国際消防防災展は、昭和２３年３月７日に

消防組織法が施行され、本年で５０周年を迎えた

ことを記念して行われた自治体消防５０年記念事

業の一環として、自治省消防庁、東京消防庁、

社団法人東京国際見本市協会の主催、自治体５０

年記念事業実行委員会の特別共催により、関係

１４省庁・６団体の後援を受けて開催したもので

す。

自治体消防５０年記念事業のしめくくりにふさ

わしく、全国消防防災関係者をはじめ、自治体

関係者、一般の方々など開催期間４日間の来場

者数は延べ２３万１千人にのぼり、楽しみながら

消防について知識を深めていただくとともに、

防火・防災意識の高揚が図られました。

［自治省消防庁関連行政展示エリア］

自治体消防５０年を記念して全国都道府県、政

令指定都市等により共同制作されたハイビジョ

ン映像�Yes, I Will―災害に強い安全なまちづ
くり―�は、マスコットキャラクターである犬
の�ラン�を案内役として、コンピューターグ
ラフィックを交えて日本の消防防災の最前線を

紹介しました。上映された特設シアターでは、

多数の観客が大迫力の３００インチスクリーンに

より臨場感あふれる映像を楽しみました。この

ほか観客の生まれた年の前後に起きた消防防災

のトピックスを上映したり、上映後にはシアタ

ーからの模擬火災避難を体験したりするなど、

消防防災知識を深めました。

また、大災害時に衛星通信設備を用いて災害

対応活動を支援する�現地活動支援車�の実物
が展示され、地域衛星ネットワークを用いて、

全国の消防本部からの映像をリアルタイムで受

信したり、展示会場内の様子を配信したりする

などの実演が行われました。

消防研究所からは高層マンションなどにおけ

る消防活動を想定したベランダ昇降ロボットや、

高機能携帯型ハンズフリー無線システム等の実

演が行われ、来場者は最先端の消防防災研究に

平成１０年度第２回消防防災機器の開発等及び

消防防災科学論文募集要領

消防科学・技術の高度化と消防防災活動の活

性化に寄与することを目的として、消防防災機

器の改良・開発及び消防防災科学に関する論文

を募集しています。

締切りは、平成１０年９月３０日�（当日消印有
効）です。

詳しくは、消防の動き３２８号（平成１０年６月

号）又は、下記へお問い合わせください。

自治省 消防庁 消防研究所 庶務課

〒１８１―８６３３東京都三鷹市中原３丁目１４番１号

電話 ０４２２―４４―８３３１

消防研究所ホームページ http : //www.fri.go.jp/

'自治体消防５０年記念国際消防防災展'９８in 東京(を開催

予 防 課

��������������� 最 近 の 行 事 か ら ���������������
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興味を示しました。

自治体コーナーでは静岡県、兵庫県、長崎県、

名古屋市消防局、大阪市消防局が出展を行い、

各自治体の特色ある消防防災行政の姿が紹介さ

れました。また、岐阜県の協力によりヴァーチ

ャルリアリティー（仮想現実）によって大地震

を体験するVR大地震体験シミュレーターが展

示され、多くの来場者が楽しみながら地震に対

する対処法を学んだのではないでしょうか。

屋内イベントステージでは防災講演会やフォ

ーラム、はしご乗り、木遣り、郷土芸能などの

イベントが催され、連日大いなる賑わいを見せ

ておりました。

このほか、自治体消防５０年を記念して現在の

消防防災行政の全体像を紹介する展示として、

自治体消防５０年記念論文等入選作の展示、防災

まちづくりの対象受賞団体の紹介、映像等によ

る全国の特色ある消防団活動の紹介、IRT（国

際消防救助隊）をはじめとした消防分野での国

際協力活動の展示、耐震工法、防火材料等の建

築物の防災対策の紹介や住宅防火対策などにつ

いて、映像上映や実物展示・実演、パネル展示

等が行われました。

［東京消防庁行政展示エリア］

屋内エリアでは、倒壊家屋からの救出・救急

救護体験などが行われたほか、昭和２０年代に活

躍したポンプ車や消防ヘリコプター等の実物展

示、行政施策の紹介などが行われました。

屋外エリアでは訓練塔を設営して消防演技が

行われ、はしご車やポンプ車から消防ヘリコプ

ターまでが参加して、実戦さながらの真剣な演

技に多くの来場者が集まりました。このほか、

はしご車・ポンプ車の乗車体験、消防艇の船内

公開も行われ、陸、海、空の消防が一同に集ま

りました。

屋上エリアでは、ファイヤーフェスティバル

が行われ、東京消防庁音楽隊をはじめとした近

隣消防本部の音楽隊、カラーガーズ隊が一同に

会して合同演奏会、ドリルなどが行われたほか、

ゲームやぬいぐるみショーなどの楽しいイベン

トが開かれました。

７日
には�め組の大吾�で人気の漫画家の
増田正人氏のサイン会が開かれ、子供たちをは

じめ多くの来場者が列を作りました。

［商業展示エリア］

商業展示エリアでは１５カ国・地域から２６０の

企業・団体の出展が行われ、最新の消防防災資

機材の展示・実演が行われました。

屋内展示場では車両、防火服などの装備資機

材をはじめ、消防用設備、防火材料、救助資機

材、防災資機材、情報通信機器、災害時の簡易

トイレ、水浄化機器などの展示が行われ、国内

外の企業・団体が最新の技術を披露しました。

屋外展示場でははしご車などの大型車両や特

殊車両、大型機器などが展示され、また災害時

の仮設トイレなどの展示も行われました。

海外からも多くの出展が行われ、特に米国コ

ーナーでは政府参加も行われ、防災資機材など

が展示されました。

日本消防検定協会や消防関係工業会など団体

出展も多数行われました。
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平成１０年度'危険物安全週間(推進行事実施結果について

自治省消防庁では、毎年６月の第２週を�危
険物安全週間�として、危険物の保安に対する
意識の高揚及び啓発活動を展開しております。

今年度の危険物安全週間は６月７日
から１３
日�まで行われました。
６月８日に行われた�危険物安全大会�では、
永年にわたり危険物関係事業所等において危険

物の安全管理の推進に努められてきた個人（２１

名）と団体（１団体）が�危険物保安功労者�
として、また、危険物の保安に対する取り組み

が特に優れている危険物事業所（３３事業所）が

�優良危険物関係事業所�として、それぞれ消
防庁長官から表彰されました。

また、併せて、危険物安全週間推進標語の最

優秀賞を受賞された小松真理さんに対しても、

表彰状が贈られました。受賞標語は�安全は
日々の気持ちの 積み重ね�です。
表彰式に続いて行われた記念講演会では、吉

村 秀實氏（NHK解説主幹）をお招きして、�２１
世紀の防災�と題して講演を行っていただきま
した。

また翌、９日（東京会場）、１０日（大阪会場）

の両日には、危険物施設安全推進講演会を開催

し、本年４月に解禁されたセルフスタンドにつ

いて消防庁危険物規制課（秋葉洋課長補佐）に

より�セルフスタンドの安全対策について�と
題した基調講演を行うとともに、続く事故事例

発表では、静岡県小笠地区消防組合消防本部（岡

本吉弘氏、渡辺富左一氏）から�タンクローリ
ー横転事故における化学物質漏えいについて�、
兵庫県加古川市消防本部（山本臣一氏）から�塩
化ベンジルの重縮合反応による爆発事故�がそ
れぞれ発表されました。

危険物規制課
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エジプト・アラブ共和国短期派遣専門家帰国報告会について

去る平成１０年５月１５日に、消防庁が JICA
と協力して実施している技術協力の一環として、

エジプト・アラブ共和国に約２か月間消防の専

門家として派遣されていた北九州市消防局の廣

渡和雄、井上英夫両氏による帰国報告会を消防

庁において行いました。

言葉、文化、そして消防制度が異なる国の消

防職員に対して訓練を行うということは非常に

困難なことであったと思われますが、報告会を

開き、両氏がその困難を克服して大きな成果を

上げられたことを確信しました。

ヨルダン・ハシェミッテ王国消防・災害・救助局長の
消防庁長官表敬訪問について

平成１０年６月２６日にヨルダン・ハシェミッ
テ王国の消防の最高責任者であるデーブ・M・マ

ーニ氏（消防・災害・救助局長）他３名の消防

関係者と計画省国際協力局副局長のサレム・O・

B・ガーウィ氏が消防庁長官を表敬訪問しまし

た。

今回の表敬は、日本政府が行う無償資金協力

によって整備する、消防機材の選定のための来

日に際して行われたものです。

長官との懇談の中でデーブ氏は、日本の高い

消防の技術力をヨルダンにも取り入れていきた

いと話していました。

消 防 課

消 防 課

��������������� 最 近 の 出 来 事 ���������������

－３１－



��������������� 消 防 庁 辞 令 ���������������

（平成１０年６月２２日付）

氏 名 新 旧

益 本 圭太郎 出向
（自治大臣官房付へ）

防災課長

（平成１０年６月２３日付）

氏 名 新 旧

佐 野 忠 史 防災課長
震災対策指導室長事務取扱

自治大臣官房付

木 内 喜美男 出向
（自治大臣官房付へ）

震災対策指導室長

鶴 田 信 夫 出向
（自治大臣官房総務課課長補佐へ）

防災課課長補佐兼防災情報室課長補佐

萩 原 大 防災課課長補佐
兼防災情報室課長補佐

自治大臣官房総務課課長補佐

日 高 良 一 出向
（郵政省通信政策局地域通信振興課地域整備
係長へ）

防災情報室通信企画係長

石 塚 広 志 防災情報室通信企画係長 郵政省放送行政局放送技術政策課主任

（平成１０年６月３０日付）

氏 名 新 旧

網 野 豊 長官付
辞職（救急救命九州研修所長へ）

厚生省大臣官房付

中 素 明 出向
（自治大臣官房総務課課長補佐へ）

危険物規制課課長補佐

熊 田 昭 一 危険物規制課課長補佐 自治大臣官房総務課課長補佐

手 塚 崇 史 出向
（自治大臣官房総務課へ）

特殊災害室

（平成１０年７月１日）

氏 名 新 旧

佐 野 忠 史 免震災対策指導室長事務取扱 防災課長・震災対策指導室長事務取扱

福 山 嗣 朗 震災対策指導室長 自治大臣官房付

河 合 誠 義 長官付
出向（厚生省大臣官房付へ）

救急救命九州研修所長

和 田 裕 生 出向
（自治大臣官房付へ）

総務課理事官

松 本 則 夫 救急救助課救急専門官兼救急救助課理事官 救急救助課救急専門官兼救急救助課課長補佐

岸 野 誠 一 特殊災害室理事官 特殊災害室課長補佐
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☆テレビによる防災キャンペーン（８月分）☆

ご存じですか ―防災ミニ百科―

放送日 主管課 テ ー マ 放送日 主管課 テ ー マ

８月１３日 震災対策指導室 非常持出袋の点検

今 野 和 夫 総務課理事官兼広報官 総務課課長補佐兼広報官

小 西 敦 総務課課長補佐 自治大臣官房総務課課長補佐

秋 葉 洋 免兼特殊災害室課長補佐 危険物規制課課長補佐兼特殊災害室課長補佐

二 村 英 介 特殊災害室課長補佐 科学技術庁防災環境対策室専門職

三 浦 宏 出向
（科学技術庁防災環境対策室へ）

予防課

森 川 世 紀 特殊災害室 予防課

大 塚 大 輔 予防課兼救急救助課 救急救助課

宇 多 範 泰 予防課 横浜市消防局神奈川消防署

（平成１０年７月１０日付）

氏 名 新 旧

掛 川 恵 子 総務課主査
出向（建設省建築指導課係長へ）

消防研究所第二研究部
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☆防災訓練への参加の呼びかけ

☆花火による火災の防止

☆婦人防火クラブ活動の理解と参加の呼びかけ

☆津波による災害の防止

７月の広報テーマ

消防庁ホームページ
http://www.fdma.go.jp

編 集 発 行

消 防 庁 総 務 課

〒１０５―０００１東京都港区虎ノ門

２丁目２番１号

TEL ��（����）����

編 集 後 記

今月に入り、全国的にもう梅雨明けしたかのように、各地で連日猛暑が続
いており、熱射病や水の事故等が多発しているようです。皆さん、健康管理
には十分注意されて、この熱さを乗りきっていただきたいと思います．
私自身、涼を求めてビールを飲む量もうなぎ昇りの状態です。
さて、最近街中で背の高い若い女性をよく目にすることがあります。
現代の若者達は、食生活などの変化にともない、身長の高い人が結構おり
ますが、よく見てみると、何か歩き方がおぼつかない方がおります。ふと、
足もとを見ると底の厚さが１０センチ以上のスニーカーやサンダル履いている
ではありませんか。ファッションの一部に過ぎないかもしれませんが、地下
鉄の階段などで転ばないかハラハラする時もあります。
以前、テレビなどで花魁が八の字を描きながら、道中を練り歩く時に履い
た高下駄を連想してしまいました。
いつもとは違う目線で世の中を見ると、何か自分自身が変わったように感
じられます。私も消防庁へ研修に来る前に、大型の消防車両を運転していた
のですが、座席から見るまわりの視界がいつもとは違っており、緊張の中に
も優越感を覚えたことがあったことを思いだしました。
心身ともに背伸びをしてみたい年頃の女性達にしてみれば、日常から解き
放たれた、つかの間の夢をかなえてくれる魔法の靴なのかもしれません。
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